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※商標登録済



ヤマミィに吹き出しを付けての使用。
（ヤマミィは喋らないため）

ヤマミィ
　だよ！！

ヤマミィを手書きで書いたものの使用。



マークについて

　マークとは、Registered Trademark（登録商標）を意味します。
米国商標法では、商標の損害賠償を請求するためにはマークをつけることが条件として規定されていますが、
日本では、登録商標に　マークをつけることは義務づけられていません（商標法73条）
しかし、「登録○○号商標」等の表示をすることが努力義務として定められており、その中で「登録第○○号商標」
と書くことが難しい場合に登録商標　マークを付すと良いとされています。これは義務ではありませんが、
　マークを付すことにより、他人がその商標を無断で使用することを防止する効果があります。
なお、商標登録されていないものに　マーク表示をすると虚偽表示として刑罰の対象となります。

※ヤマミィ関係の画像の中で、商標登録されているものは下記のみです。
　これら以外に　マークを付すことはできません。ご注意ください。

・商標登録第5590451号　『ヤマミィ』の標準文字

・商標登録第5590452号　『ヤマミィ』図面

・商標登録第5590453号　『ヤマミィ』図面

（使用例）




